
被災者生活再建関係

・能登半島地震における取組

① 住まいの確保

② 罹災証明書

③ 被災者への情報提供

・自主点検レポートを踏まえた取組

① 災害時に活用可能なトレーラーハウス等の登録制度の検討

② 被害認定調査の迅速化に向けた損保協会との連携検討
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【能登半島地震における取組】

①住まいの確保（仮設住宅の建設状況等 7⽉23⽇時点）
○ 住まいを失った被災者の方々に、１日も早く、応急的な住まいに移っていただくことが必要。
○ このため、２次避難の推進や公営住宅・民間賃貸住宅の空室活用、応急仮設住宅の建設を速やかに進める。
○ 現時点での必要戸数（約6,800戸）をほぼ着工済。市町と連携し、地域型の木造仮設住宅等の建設を速やか

に進める。
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木造等 （1,655戸）

【能登半島地震における取組】

①住まいの確保（多様な仮設住宅の建設 7⽉23⽇時点）

○ ムービングハウス、トレーラーハウス、プレハブ、木造など多様な応急仮設住宅の建設を推進。
○ 特に、自立再建が困難な高齢者向けに、熊本地震の際の取組を参考に、仮設期間の終了後、恒久的な
住まいとして転用できる木造仮設住宅を積極的に建設。

ムービングハウス （469戸） トレーラーハウス （30戸） プレハブ （4,573戸）

珠洲市：正院小学校グラウンド①（２月６日完成） 志賀町：旧ＪＡ志賀富来支店駐車場（２月20日完成） 輪島市：農村ふれあい広場（２月21日完成）

輪島市：南志見多目的グラウンド（６月19日完成） 輪島市：市立輪島病院第５駐車場（６月14日完成）輪島市：三井地区交流広場（２月21日完成） 3



【能登半島地震における取組】

①住まいの確保（仮設住宅の供給ペース︓熊本地震との⽐較）

【能登半島地震（令和6年）】

○ 令和6年5月28日時点（発災から約5ヵ月時点）での着工・完成状況

・着工 ： 6,190戸
うち完成済 ： 4,245戸

○ 8月中の完成を目指す（所要約8か月）

【熊本地震（平成28年）】

○ 仮設住宅の建設状況は以下のとおり。

・総建設戸数 ： 4,303戸
・建設終了日 ： 平成28年11月14日（所要約7か月）

○ 熊本地震の際より2ヵ月早く、熊本地震の際の総建設戸数（約4,300戸）と概ね同数（4,245戸）の
完成に至るなど、今回は、熊本地震の際のペースを上回る形で仮設住宅の供給が進んでいる。

（現時点での必要戸数約6,800戸）

仮設住宅の供給ペース（熊本地震との比較）

出典：石川県資料（内閣府にて一部追記）

● ●

約2ヵ月早く熊本地震の
総建設戸数に到達
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閲覧・
判定

【能登半島地震における取組】

②罹災証明書（交付迅速化に向けた取組）

○ 航空写真の活用、エリア一括での「全壊」判定等により、被害認定調査の簡素化を積極的に推進。
○ 被災自治体では、現在までに、1次調査及び2次調査を概ね終了。

被害認定調査の簡素化事例

輪島市 東京都⺠間システム

被災家屋の写真

撮影・
保存

罹災証明書の交付件数（住家）

○「リモート」判定
応援⾃治体職員がリモートで被害区分を判定。

○航空写真、ドローンの活⽤
ドローン等で撮影した写真により被害区分を判定。

輪島市・朝市通り周辺
（令和６年１⽉撮影・国⼟地理院提供）

全焼地区
（輪島市HPより）

（輪島市）
・朝市通り周辺地区について、
航空写真を活⽤し、エリア
⼀括で「全壊」判定を実施
・申請受理後、即⽇で罹災
証明書を交付

（輪島市）
・応急危険度判定で「危険」と判定さ
れた住家（2,200棟程度）について、
東京都職員等が写真により、「全壊」
判定を実施。

（珠洲市）
・航空写真、ドローンで撮
影した写真を積極的に
活⽤し、判定を実施。 １階が崩壊（全壊）

ドローンで撮影した写真
（令和６年１⽉撮影）

航空写真
（令和６年１⽉撮影・国⼟地理院提供）

全壊

全壊

＜下地材にひび割れ＞
損害割合30%

○調査票の簡略化
５つのイメージ図から損害割合を選択。

珠洲市
5,514件

能登町
5,950件

⽳⽔町
2,617件

七尾市
15,362件

志賀町
7,335件

⽯川県全体
77,904件

輪島市
10,137件

※件数は速報値（令和６年７⽉８⽇時点）

※ ⾏政書⼠会による無料
申請サポートも実施
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【能登半島地震における取組】

③被災者への情報提供（2次避難者向けチラシの作成）

○ 2次避難者にも、被災地の避難所に避難されている方と同様に、生活支援物資の提供、罹災証明書の
交付、被災者生活再建支援金の支給等が行われる旨を周知するため、内閣府及び石川県で協力の上、
2次避難者向けチラシを作成し、内閣府HP及び石川県HPで公表、避難所などで掲示・配布された。

出典：石川県HP 6

こちらのQRコードから
チラシをご覧いただけます。



○ 2次避難者向けの支援情報（被災者生活再建支援金、仮設住宅等への入居支援、罹災証明書等）に
ついて、石川県から2次避難所へ、必要部数を毎週郵送で提供している（2月初旬から実施）。

■同封されている情報の例（２⽉９⽇の郵送資料より（⽯川県提供））

罹災証明書の申請に関する案内

みなし仮設への⼊居に関する案内広報紙（七尾市）
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【能登半島地震における取組】

③被災者への情報提供（2次避難者向けの資料提供）



【能登半島地震における取組】

③被災者への情報提供（リーフレットの提供）

出典：内閣府HP

○ 被災者に支援制度を周知するためのリーフレット（「住まい」と「生活」の再建に向けて）を、
石川県を通じ県内市町に提供（合計23,000部を郵送）。避難所や窓口などで配布された。

【その他の掲載施策】

○ 罹災証明書
○ 避難所・福祉避難所
○ 食品の給与・飲料水の供給
○ ブルーシートの展張
○ 応急仮設住宅
○ 生活必需品の給与・貸与
○ 学用品の給与
○ 災害弔慰金、障害見舞金
○ 災害援護資金
○ 災害復興住宅融資 等

被災住宅の応急修理（一例） 被災者生活再建支援金の支給（一例）

【主なポイント】

被災者支援の具体的な内容や、
支援を受けるために必要となる
提出書類、窓口等を丁寧に解説
（赤枠部分参照）
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こちらのQRコードから
リーフレットをご覧いただけます。



○ ご自身の被害区分に応じて活用可能な支援制度を分かりやすくご理解いただけるよう、内閣府及び
石川県で協力のうえ「生活再建のためのフローチャート」を作成、石川県HPで公表。

出典：石川県HP

【能登半島地震における取組】

③被災者への情報提供（フローチャート式による⽀援制度の周知）

【主なポイント】
罹災証明書の被害区分に応じて活用可能な支援制度を分かりやすくご理解いただけるよう、
被害区分に応じたフローチャートを作成（上記赤枠部分参照）

応急的なお住まいの支援（一例） 被災者生活再建支援金、臨時特例給付金、自宅再建利子助成（一例）
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こちらのQRコードから
フローチャートを
ご覧いただけます。



【⾃主点検レポートを踏まえた取組】

①災害時に活⽤可能なトレーラーハウス等の登録制度の検討
○ 今回の災害では、トレーラーハウス、ムービングハウス、コンテナハウス等の移動型車両等が、

被災者の住まいの確保、災害対応従事者等の宿泊場所の確保、被災地におけるトイレの確保、医療
や食事の提供等の観点で有効に活用された。

○ 一方で、こうした移動型車両等について、災害時に活用可能なストックが、どこに、どの程度存
在するか等の情報を持ち合わせておらず、関係事業者に都度確認するなど場当たり的に対応せざる
を得ない面があった。

トレーラーハウス

ランドリーカー

○ 災害時に活⽤可能なトレーラーハウス、ムービングハウス、コンテナハウス、トイレトレーラー、トイレカー、キッチ
ンカー、ランドリーカー等について、平時から登録・データベース化する等、ニーズに応じて迅速に提供する仕
組みを検討。

■令和６年能登半島地震に係る災害応急対応の⾃主点検レポート
（令和６年６⽉ 令和６年能登半島地震に係る検証チーム）（⼀部抜粋）

【⽀援者の活動環境の確保】
○ 災害対応従事者等の宿泊場所・⽣活場所の確保のため、対策本部
⾞・待機⽀援⾞やキャンピングカー、トレーラーハウスやムービングハウス等
の活⽤といった事例が⾒られた。

【災害⽀援への移動型⾞両・コンテナ等の活⽤】
○ 被災地におけるトイレ等の衛⽣環境、医療の提供、⽀援者の宿泊場
所・⽣活環境等を迅速に確保するため、移動型⾞両・コンテナ等が効果
的に活⽤された。

【断⽔や避難⽣活の⻑期化に伴う避難所環境の確保】
○ キッチンカーの活⽤による⾷事の提供が⾏われてきた。
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【⾃主点検レポートを踏まえた取組】

②被害認定調査の迅速化に向けた損保協会との連携検討

○ 住宅の被害認定調査については、被災者生活再建支援金の支給をはじめとした各種支援の根拠と
なることから、できる限り迅速な対応が必要。

○ 今回、エリア一括での「全壊」判定など可能な限りの簡素化手法を取り入れて対応してきたが、
更なる迅速化に向け、特に損害保険会社との連携方策を探る余地があるものと考えられる。

（※）水害時には、保険会社が調査した浸水深の情報や撮影した写真を自治体に提供する等の協力関係の構築が進みつつある

○ DX等の活⽤など被害認定調査の迅速化・簡素化の取組を更に進めるほか、⽇本損害保険協会と連携し、
損保協会の調査結果や航空写真等についての被害認定調査への活⽤を検討する。

■令和６年能登半島地震に係る災害応急対応の⾃主点検レポート
（令和６年６⽉ 令和６年能登半島地震に係る検証チーム）（⼀部抜粋）

損保協会のニュースリリース（令和６年３⽉１⽇）より

■⽇本損害保険協会による共同調査の実施
令和６年１⽉18⽇ 「共同調査」の実施を公表
令和６年２⽉９⽇ ⽕災・津波による「全損地域」及び「⼀部全損地

域」の認定を公表
令和６年３⽉１⽇ 倒壊建物を対象に、「全損建物」及び「全損の可能

性が⾼い建物」の認定を公表
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